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２ 教育委員会 

 

（１） 教育長及び教育委員 

 

 

教育長  小林 巧平 教育長職務代理者 神原 多恵 

 

委員  横藤田 晋 

 

委員  小丸 輝子 

 

委員  児玉 雅治 

 

 

2025年（令和7年）4月1日現在 

職 名 名 前 期数 任 期 

教 育 長 小林 巧平 1期 
2024年（令和6年） 4月 1日 

～2027年（令和9年） 3月 31日  

教育長職務代理者 神原 多恵 2期 

2017年（平成29年） 10月 25日 

～2021年（令和3年） 10月 24日  

2022年（令和4年） 6月 29日 

～2026年（令和8年） 6月 28日  

委   員 横藤田 晋 2期 
2020年（令和2年） 6月 28日 

～2028年（令和10年） 6月 27日  

委   員 小丸 輝子 1期 
2021年（令和3年）10月 25日 

～2025年（令和7年）10月 24日  

委   員 児玉 雅治 1期 
2024年（令和6年） 3月 21日 

～2028年（令和10年）3月20日  
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（２） 教育委員会組織図  2025年（令和7年）4月1日現在 
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（３）教育委員会事務局事務分掌 

【管理部】 

課 名 分 掌 事 務 

教育総務課 

 

 

(１) 事務局の統括及び総合調整に関すること。 

(２) 事務局の政策の立案、総合的な企画調査及び関係部局との連絡調整に関す

ること。 

(３) 事務局の事務事業の執行管理に関すること。 

(４) 事務局内の行財政改革の推進に関すること。 

(５) 教育次長の特命事項及び事務局内の重要事項に関すること。 

(６) 委員会の会議に関すること。 

(７) 委員会に関する規則の制定又は改廃に関すること。 

(８) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。 

(９) 委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に

関すること。 

(10) 委員会の公告式に関すること。 

(11) 陳情請願に関すること。 

(12) 公印及び証書等の保管に関すること。 

(13) 文書その他の受付発送に関すること。 

(14) 事務局及び委員会の所管に属する教育機関の職員(県費教職員を除く。)の

人事に関すること(他課において所管するものを除く。) 。 

(15) 職員の公務災害補償請求に関すること(市立幼稚園に関するものを除

く。)。 

(16) 公立学校共済組合に関すること。 

(17) 他の教育委員会との連絡提携に関すること。 

(18) 委員会の所管に係る教育行政に関する相談に関すること。 

(19) 委員会の所管に係る歳入歳出予算及び決算に関すること。 

(20) 委員会の所管に係る予算執行経理に関すること。 

(21) 教育事務のための契約に関すること。 

(22) 物品購入要求及び修繕要求の審査に関すること。 

(23) 小学校、中学校及び義務教育学校に係る物品の検収及び保管に関するこ

と。  

(24) 寄附に関すること。 

(25) 教具及び教材に関すること。 

(26) その他財務に関すること。 

(27) 福山市立学校施設使用規則(平成15年教育委員会規則第20号)に規定する屋

内運動場、屋外運動場及び水泳プールの使用許可に関すること。 

(28) 情報教育の企画及び推進に関すること。 

(29) 教育システムの管理等に関すること。 

(30) 学校関係職員の業務に係る総合調整に関すること。 

(31) 職員の労働の安全衛生の総括に関すること。 

(32) 現場業務の改善の総括に関すること。 

(33) 社会教育及び文化財に関すること(他課において所管するものを除く。)。 

(34) 各課の連絡調整に関すること。 

(35) 事務局、部及び課の庶務に関すること。 

施設課 (１) 学校その他の教育機関の配置計画に関すること(他課において所管するも

のを除く。)。 

(２) 教育用財産(土地)の管理及び目的除外に関すること。 

(３) 財産台帳に関すること。 

(４) 教育用財産の賃貸借に関すること。 

(５) 学校その他の教育機関の新営改築事業(設計施工を除く。)に関すること

(他課において所管するものを除く。)。 

(６) 学校その他の教育機関の施設管理及び維持修繕に関すること(他課におい

て所管するものを除く。)。 

(７) 課の庶務に関すること。 
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課 名 分 掌 事 務 

学校再編 

推進室 

(１) 学校再編に関すること。 

(２) 施設一体型小中一貫教育校に関すること。 

(３) 室の庶務に関すること。 

中央図書館 図書館は、おおむね次に掲げる奉仕を行う。 

(１) 図書、記録、視覚聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)

を収集し、市民の利用に供すること。 

(２) 図書館資料の目録を整備すること。 

(３) 図書館資料について、その利用のための相談に応ずること。 

(４) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を開催するとともにその奨励を

行うこと。 

(５) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。 

(６) 学校、交流館と緊密に連絡し、協力すること。 

 

【学校教育部】 

課 名 分 掌 事 務 

学事課 (１) 児童生徒の就学及び転退学に関すること。 

(２) 育英奨学に関すること。 

(３) 小学校、中学校及び義務教育学校の要保護児童生徒等の教育費補助に関す

ること。 

(４) 通学区域に関すること。 

(５) 無償教科書に関すること。 

(６) 諸統計に関すること。 

(７) 学校(市立幼稚園を除く。)の管理及び運営に関すること。 

(８) 県費教職員の人事給与に関すること。 

(９) 教職員の研修に関すること(市立幼稚園に関するものを除く。)。 

(10) 教職員の服務の監督に関すること(市立幼稚園に関するものを除く。)。 

(11) 学校(市立幼稚園を除く。)の学級編制に関すること。 

(12) 教員の免許に関すること。 

(13) 教育施策の企画立案に関すること。 

(14) 部及び課の庶務に関すること。 

学びづくり課 (１) 教育課程の指導に関すること(市立幼稚園に関するものを除く。)。 

(２) 教科指導、生徒指導、教育相談及び進路指導に関すること。 

(３) 教科用図書の採択に関すること。 

(４) 教育団体に関すること(市立幼稚園に関するものを除く。)。 

(５) 学校行事に関すること(市立幼稚園に関するものを除く。)。 

(６) 学力調査に関すること。 

(７) 学校体育に関すること。 

(８) 交通・学校安全教育に関すること(市立幼稚園に関するものを除く。)。 

(９) 特別支援教育に関すること。 

(10) 人権教育の指導、研究推進及び総合調整に関すること(市立幼稚園に関する

ものを除く。)。 

(11) 人権教育相談に関すること(市立幼稚園に関するものを除く。)。 

(12) 関係機関及び諸団体との連絡調整及び指導助言に関すること(ネウボラ推進

部保育指導課において所管するものを除く。)。 

(13) 中高一貫教育の推進に関すること。 

(14) その他学校教育指導に関すること(市立幼稚園に関するものを除く。)。 

(15) 遊具の設置及び維持修繕に関すること（市立幼稚園に関するもの及び包括

施設管理業務に関するものを除く。）。 

(16) 課の庶務に関すること。 
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課 名 分 掌 事 務 

学校保健課 (１) 学校の保健衛生の計画及び管理に関すること(他課において所管するものを

除く。)。 

(２) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 

(３) 保健主事に関すること。 

(４) 保健関係団体に関すること。 

(５) 交通安全及び学校安全に関すること(市立幼稚園に関するものを除く。)。 

(６) 学校の環境衛生に関すること(市立幼稚園に関するもの及び包括節管理業務

に関するものを除く。)。 

(７) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること(市立幼稚園に関する

ものを除く。)。 

(８) 学校給食の指導に関すること。 

(９) 学校給食の献立及び食材等の調達に関すること。 

(10) 学校給食費の徴収及び管理に関すること。 

(11) 福山市沼隈給食センターに関すること。 

(12) 福山市新市給食センターに関すること。 

(13) 課の庶務に関すること。 
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（４）職員配置状況  2025年（令和7年）4月1日現在               （単位：人） 
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司
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（
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技
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業
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技
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（
給
食
業
務
）

計 

              

教育総務課 
39 1   1    

 
 

【2】 
52  

【2】 
93 

施 設 課 
6 12       

 
   18 

学 校 再 編 

推 進 室 5        
 

   5 

中央図書館 
4    24    

 
2   33 

 松永図書館 
    (2)    

 
   (2) 

 北部図書館 
    (2)    

 
   (2) 

 東部図書館 
    (3)    

 
   (4) 

 沼隈図書館 
    (2)    

 
   (2) 

 新市図書館 
    (2)    

 
   (2) 

 
か ん な べ 

図 書 館     (2)    
 

   (2) 

管 理 部 計 
 

54 13   28    
 

2 
【2】 

52  
【2】 
149 

学 事 課 
12  3 5     

 
   20 

学びづくり課 
5  18      

 
   23 

学校保健課 
11  4   4   

 
  6 

 
25 

 
新 市 給 食 

セ ン タ ー (1)        
 

  (2) (3) 

 
沼 隈 給 食 

セ ン タ ー (1)        
 

  (3) (4) 

学校教育部計 
 

28  25 5  4   
 

 
 
 6 68 

小 学 校 
4        

 
  97 101 

義務教育学校 
        

 
  1 1 

高 等 学 校 
5      38  1    44 

幼 稚 園 
      30  

 
   30 

学校（園）計 
9      68  1   98 176 

合 計 
91 13 25 5 28 4 

 
68  1 2 

【2】 
52 104 

【2】 
393 

※教育総務課には管理部長を、学事課には学校教育部長及び学校教育部参与を、それぞれ含む。 

 （ ）は内訳で再掲。 【 】は派遣職員等で外数。 

 

 


